別紙４
令和　　年　　月　　日
誓約書
丹波市長　　　　　　　　様
　丹波市既存住宅省エネ化促進事業補助金の交付を申請するにあたり、下記の事項を確認した上で遵守することを誓います。
（下記の該当する項目の□に✔を入れてください。）
□ １　丹波市暴力団排除条例（平成23年丹波市条例第53号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しないこと。
□ ２　申請する内容に虚偽がなく、補助金に関する手続きにおいては、丹波市既存住宅省エネ化促進事業補助金交付要綱（以下、「要綱」という。）を遵守すること。
□ ３　補助事業の対象となる住宅は、現状、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号。）第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していないこと。
□ ４　改修工事の実施にあたっては、都市計画法（昭和43年法律第100号）、建築基準法（昭和25年法律第201号）、農地法（昭和27年法律第229号）その他関係法令を遵守すること。
□ ５　要綱における補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）となる工事について、要綱以外の補助金等の交付対象として併せて申請しないこと。

□ ６　補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、若しくは貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。また、その承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておくこと。

□ ７　補助金の交付後においても、補助事業に関する利用状況やアンケート等への調査に協力すること。
□ ８　本補助事業に起因するトラブルが発生した際には、誠意をもって対応すること。
（申請者）

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　（※）　

※ 本人が手書きしない場合は、記名押印してください。
